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一般社団法人松山市医師会 理事長  殿 

 

 

愛媛県知事 

中村 時広 

 

 

大学等における修学の支援に関する法律第７条第２項に基づく確認について 

 

 

申請のあった確認申請書に下記１のとおり記載の大学等は、大学等における修学の支援

に関する法律（令和元年法律第８号）第７条第２項各号に掲げる要件を満たしていること

を確認しましたので、大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科

学省令第６号）第７条第１項の規定に基づき通知します。 

なお、同規則第７条第２項に基づく確認申請書（様式第２号の申請書の部分に限る。）の

公表について、遺漏ないようご対応願います。 

 

記 

 

１ 大学等の名称  松山看護専門学校 

 

２ そ の 他  授業料等減免対象者に対して令和７年度からも引き続き 

授業料等の減免を行うこと 

 

 

 

 

 

 

（本件問合せ先） 
  愛媛県総務部総務管理局私学文書課 岡崎 

電話：089-912-2221（直通） 


